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司法行政文書開示通知書

平成31年1月10日付け（同月15日受付，最高裁秘書第175号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

昭和63年4月26日付け最高裁経主第39号経理局長通達「交通切符の作成

発注の方法及び所要経費等について」 （片面で4枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁糧主第39号

（会い－3）
’

昭和83年4月26日

地方裁判所長殿

家庭裁判所長段
一

最高簔判所事窟塗局

軽理局長町田 顕

交通切符の作成発注の方法及び所要径費等について

（通連） ・

昭和63年4月6日付け最高裁洞二第85号事務鍵長通達r道

藷交通法違反事件及び自動車の保管勇所の砿保等に関する法律違

反事件の共用書式による処理について』に基づく交通.切符の作成

発注の方法及び所要糧賓等について，下記のとおり定めまし.たの

で， これによってください。

記

第1 r道麗交通法違反事件迅適処理のための共用書式」等の作

成に関する協定について

地方裁判所，家庭裁判所， ・地方検察庁及び警察の4庁（以下

「4庁」という。 ）間で，道路交通法違反事件迅速処理のため

の共用書式（以下「交通切符（甲） 』という。 ） ， 自動車の保

管溺所の確保等に関する法律違反事件迅速処理のための共用書

式〈以下「交通切符（丙）」という。 ）及び交通唾符による少

年事件処理のための送致書.（以下･「少年事件送致書』という。）
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を作成する堀合には，次の事項を内容とする.協定書を作成する。

ただし，専任の所長の置かれていない家庭裁判所の増合には，

地方裁判所，地方検察庁及び警察の3庁（以下「3庁」 という.）

間で耀定書を作成する。

1 交通切符（甲） ，交通切符（丙）及び少年事件送致書の作

・ 成並びにその出納保管は，警察が行う。

2 交通切符（甲） ，交通切符（丙）及ぴ少年事件送致書の作

顔に要する経費の負担庁並びにその負担率は,次のとおりと

する．

<I) ･交通切符.(甲）及び交通.切符（丙）

地方裁判所 1．8

地方検察庁 4．3

・蕃察 4．4

（2） 少年事件送致書

家庭裁判所（専任.の所長の園かれていない増合には，

地方裁判所） 6

地方検察.庁 3

雪察 1

8 地方震判所，家匿裁判所（専任の所長の園かれていない家

庭裁判所を除く． ） .及び通､芳換‘葉序･は，交・通:切符（甲） ，交

通切符（丙）及び少年事件送致書の作成に要した怪費につい

て， 2の負担率に応じて都道府県の出納長又は出納員力K発行

ずる告知書により，都這府県に対してその負担額を納.付する。

4 3の告知書には，交通切符（甲） ，交通切符（丙）及び少

年事件送致書の作成に.要した縄貿の鯉額， 4庁又は8庁の答

負担額並びに役務の負担であることを諺した書頚を添付す墨．
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2 『反則金不納付事件迅速処理のための共用書式』の作成に

関する醒定について

地方裁判所及び地方検察庁の2庁（以下『2庁」という。）

間で「反則金不続付事件迅速処理のための共用書式」 （以下「

交通切符（乙） 」という。 ）を作成する燭台には，次の事項を

内容とする塵定番を作成する。

1 交通切符（乙）の作成及びその出納保管は,地方検察庁力＄

行う。

2 交通切符（乙）の作成に要する軽費の負担庁及びその負担

率は，次のとおりとする。

地方我判所‘ 8

地方検察庁 2

8 交通切符（乙）の作成代金の藷求は，負担庁ごとに作成し

た謂求書渥より行わせるものとしa この場合における地方裁

判所に対する雷求書は，地方検察庁を経由させるものとする．

4地方検察庁は，交通切符（乙）の作成について契約の相手

方を決定した壇合に･は， 1から3までの事項を明らかにした

．芙約書を作成し， その写し2部を速やかIこ地方裁判所に送付

する．

5 地方検察庁は， ､地方銭･判所に対する謂求書を受理した場合

には，検査環員に検査年月日の付記及び押印をさせた上， こ

れを受理の翌日までに地方裁判所に送付する。

3 地方検察庁からの送付に係る契約書の写しの取扱いについ・
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第3 地方検察庁からの送付に係る契約書の写しの月又奴いにっv，

て

1 地方裁・判所は，地方検察庁から契約書の写しの送付を受け

た場合には， これに基づき，議判所の負担.額について速やか
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に支出負担行為の手続をする。

2 地方裁判所は，交通切符（乙）の作成代金の支払手澆が完

了したものについて会計検査院に対する計算証明をする塩合

には，契約書の写し2部のうちの1部を計算･証明証提書類に

添付する。

第4 交通切符（甲） ，交通切符（乙） ，交通切符（丙）及び少

一年事件送致書の賦最いについて ‐ －－ －－－－－－－－－－－

交通切符（甲） ，交通切符（乙） ，交通切符（丙）及び少年

事件送致書は，義判所においてば，起れを物品として取り扱わ

な.い。

第5 支出科目につ．いて

交通切符（甲） ，交通切符（乙） ，交通切符（丙〕及び少年

事件送致書の作成に要し・た経費の裁判所負担額の支出科目ば，

（項）裁判費（目）裁判庁貿（雑役務賃）とする．

付題

1 この通達朧, 、昭和63年5月1日か夢実施す．る．

2 昭和48年6月13日付け最高裁経主第73号径理局長通達

r交通切符の作成発注方法および所要経費等について」．は，昭

和63･年4月30日限り，廃止する。

3 この通連記第1及び第2による協定は，法務省及び警察庁（

第2については，法務省.のみ） と圏錨済みである従前の協定を

変更する．蓮旨のものではないから，既に協定書力【作成されてい

る現合には，改めて作成する必要はない。
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